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第
三
十
五
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
は
、
法
令
の

規
定
に
よ
る
制
限
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
り
所
要
の
土
地
の
取
得
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ

る
た
め
前
項
に
規
定
す
る
運
動
場
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
運
動
場

を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用
と
同
等
以
上

の
効
用
が
得
ら
れ
る
措
置
を
当
該
大
学
が
講
じ
て
お

り
、
か
つ
、
教
育
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
限
り
、
運
動
場
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
措
置
は
、
原
則
と
し
て
体
育
館
そ
の
他
の

ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
校
舎
と
同
一
の
敷
地
内
又
は
そ
の

隣
接
地
に
備
え
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
大
学
以
外
の
者
が
備
え
る
運
動
施
設
で
あ

つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
学

生
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

一

様
々
な
運
動
が
可
能
で
、
多
く
の
学
生
が
余
裕

を
も
つ
て
利
用
で
き
る
こ
と
。

二

校
舎
か
ら
至
近
の
位
置
に
立
地
し
て
い
る
こ

と
。

三

学
生
の
利
用
に
際
し
経
済
的
負
担
の
軽
減
が
十

分
に
図
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
短
期
大
学
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令

第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
条
の
三
」
を
「
第
二
条
の
二
」
に
改

め
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
短
期
大
学
は
、
法

令
の
規
定
に
よ
る
制
限
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
所
要
の
土
地
の
取
得
を
行
う
こ
と
が
困
難

で
あ
る
た
め
前
項
に
規
定
す
る
空
地
を
校
舎
の
敷
地

に
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
い
て
、
学
生
が
休
息
そ
の
他
に
利
用
す
る
た
め
、

適
当
な
空
地
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用

と
同
等
以
上
の
効
用
が
得
ら
れ
る
措
置
を
当
該
短
期

大
学
が
講
じ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
空
地
を
校
舎
の

敷
地
に
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
施
設
を
校
舎
に
備
え
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

一

で
き
る
限
り
開
放
的
で
あ
つ
て
、
多
く
の
学
生

が
余
裕
を
も
つ
て
休
息
、
交
流
そ
の
他
に
利
用
で

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

休
息
、
交
流
そ
の
他
に
必
要
な
設
備
が
備
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ

の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改

正
）

２

文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ

の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十

五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
条
及
び
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条

削
除

第
七
条

削
除

第
八
条
中
「
法
第
四
条
第
九
項
」
を
「
構
造
改
革
特

別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
四
条
第
九
項
」

に
改
め
る
。

別
表
第
六
号
中
「
空
地
に
係
る
要
件
の
弾
力
化
に
よ

る
大
学
設
置
事
業
」
を
「
削
除
」
に
改
め
、
別
表
第
七

号
中
「
運
動
場
に
係
る
要
件
の
弾
力
化
に
よ
る
大
学
設

置
事
業
」
を
「
削
除
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
運
動
場
）

第
二
十
七
条
の
二

運
動
場
は
、
教
育
に
支
障
の
な
い

よ
う
、
原
則
と
し
て
校
舎
と
同
一
の
敷
地
内
又
は
そ

の
隣
接
地
に
設
け
る
も
の
と
し
、
や
む
を
得
な
い
場

合
に
は
適
当
な
位
置
に
こ
れ
を
設
け
る
も
の
と
す

る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
短
期
大
学
は
、
法

令
の
規
定
に
よ
る
制
限
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
所
要
の
土
地
の
取
得
を
行
う
こ
と
が
困
難

で
あ
る
た
め
前
項
に
規
定
す
る
運
動
場
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
運

動
場
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用
と
同
等

以
上
の
効
用
が
得
ら
れ
る
措
置
を
当
該
短
期
大
学
が

講
じ
て
お
り
、
か
つ
、
教
育
に
支
障
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
運
動
場
を
設
け
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

３

前
項
の
措
置
は
、
原
則
と
し
て
体
育
館
そ
の
他
の

ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
校
舎
と
同
一
の
敷
地
内
又
は
そ
の

隣
接
地
に
備
え
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
短
期
大
学
以
外
の
者
が
備
え
る
運
動
施
設

で
あ
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の

を
学
生
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

一

様
々
な
運
動
が
可
能
で
、
多
く
の
学
生
が
余
裕

を
も
つ
て
利
用
で
き
る
こ
と
。

二

校
舎
か
ら
至
近
の
位
置
に
立
地
し
て
い
る
こ

と
。

三

学
生
の
利
用
に
際
し
経
済
的
負
担
の
軽
減
が
十

分
に
図
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
七
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
三
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
十
三
条
の
三

法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に

よ
り
特
許
庁
に
提
出
す
る
書
面
で
あ
つ
て
そ
の
提
出
期

間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
出
願
人
又
は
代
理
人
の
住
所
若
し

く
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
）
の
属
す
る

地
又
は
滞
在
地
に
お
い
て
戦
争
、
革
命
、
暴
動
、
同
盟

〇
総
務
省
令
第
四
十
八
号

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
八
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
力
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
日

総
務
大
臣

川
端

達
夫

労
働
力
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
力
調
査
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理
府
令
第
二
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
労
働
力
調
査
を
」
を
「
労
働
力
統
計
を
」

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
ヌ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ヌ

就
業
時
間
及
び
就
業
日
数

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
二
十
三
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
設
置
基
準
及
び
短
期
大
学

設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
二
十
四
年
五
月
十
日

文
部
科
学
大
臣

平
野

博
文

大
学
設
置
基
準
及
び
短
期
大
学
設
置
基
準
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令

（
大
学
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第

二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
条
の
三
」
を
「
第
二
条
の
二
」
に
改

め
る
。

第
三
十
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
は
、
法
令
の

規
定
に
よ
る
制
限
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
り
所
要
の
土
地
の
取
得
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ

る
た
め
前
項
に
規
定
す
る
空
地
を
校
舎
の
敷
地
に
有

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い

て
、
学
生
が
休
息
そ
の
他
に
利
用
す
る
た
め
、
適
当

な
空
地
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用
と
同

等
以
上
の
効
用
が
得
ら
れ
る
措
置
を
当
該
大
学
が
講

じ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
空
地
を
校
舎
の
敷
地
に
有

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
施
設
を
校
舎
に
備
え
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

一

で
き
る
限
り
開
放
的
で
あ
つ
て
、
多
く
の
学
生

が
余
裕
を
も
つ
て
休
息
、
交
流
そ
の
他
に
利
用
で

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

休
息
、
交
流
そ
の
他
に
必
要
な
設
備
が
備
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
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